
 

 

米原市議会議員政治倫理条例新旧対照表 

改正後 現 行 

米原市議会議員政治倫理条例 米原市議会議員政治倫理条例 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

(請負等に関する制限) (請負等に関する制限) 

第４条 議員ならびにその配偶者および同居の親族が経営し、もしくは役員をして

いる企業、または議員が実質的に経営に関与する企業は、法第92条の２の規定の

趣旨を尊重し、市が行う工事の請負契約（下請契約を含む。）、業務委託契約およ

び一般物品納入契約の相手方となることを辞退し、市民に疑惑の念を生じさせる

ことがあってはならない。 

第４条 議員は、法第92条の２の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないよ

うにしなければならない。 

第５条以下 略 第５条以下 略 

  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

  

 


